
ＮＯ．77 

 

 

 

              

 

          

 
 

                           
 

 

 

◆令和５年３月分からの健康保険料 

 

【協会けんぽ「令和5年度保険料額表（令和5年3月分から）」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r

05/r5ryougakuhyou3gatukara 

 

◆雇用保険料率（令和５年４月１日～令和６年

３月 31 日まで） 

 

【厚生労働省「令和５年度雇用保険料率のご案内」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf 

2023 年 2 月１日、官報で健康保険法施行令等

の一部を改正する政令が公布され、現在 42 万円

の出産育児一時金の 8 万円増額が決定し、１児に

つき 50 万円（産科医療補償制度の掛け金を含む）

が支給されることとなりました。 

出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保

険給付として、健康保険や国民健康保険などの被

保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産

に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額

が支給される制度です。 

現役世代の負担を抑えるとともに、増額する出

産育児一時金の財源に充てるため、75 歳以上の

人が加入する後期高齢者医療制度について、所得

などに応じて支払う保険料の上限額が引き上げら

れ、80 万円になることが決定しました。 

今の上限 66 万円から、 

▽初年度の 2024 年度には 73 万円（年収 211

万円を超える人が対象） 

▽2025 年度には 80 万円（年収 153 万円を超

える人が対象） 

2年間で全体のおよそ4割の人たちの保険料が増

えることになります。 
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今年のスギ花粉の飛散量は例年や昨年に較べ非常に多く、約 2 倍の量とのこ

とです。目のかゆみやくしゃみ・鼻水などで業務の効率も落ちてしまいま

す。個人の対策に加え、オフィス単位でも対策し就業環境を整えましょう。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 

出産育児一時金 50 万円に 

2023 年 4 月 1 日以降の出産から 
３月からの協会けんぽの保険料率と

４月からの雇用保険料率 

後期高齢者医療 上限額の引き上げ 
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